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条
例
中
で
引
用
し
て
い
た

法
律
の
廃
止
に
伴
う
も
の
で

す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

人
事
院
規
則
の
一
部
改
正

等
に
準
じ
、
非
常
勤
職
員
の

育
児
休
業
等
の
取
得
要
件
の

緩
和
等
に
関
し
て
改
正
す
る

も
の
で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

飛
島
村
個
人
情
報
保
護

条
例
の
一
部
改
正

飛
島
村
職
員
の
育
児
休

業
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴

う
も
の
で
す
。

　
住
民
負
担
は
増
大
す
る

の
か
。

　

相
対
的
に
見
て
、
納
税

者
の
負
担
を
増
や
す
も
の

で
は
な
い
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

地
方
税
法
施
行
令
等
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行

等
に
伴
う
も
の
で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
の

一
部
改
正
に
伴
う
も
の
で
す
。

 

（
賛
成
多
数
で
可
決
）

飛
島
村
税
条
例
等
の
一

部
改
正

質��
疑

問答飛
島
村
国
民
健
康
保
険

税
条
例
の
一
部
改
正

飛
島
村
遺
児
手
当
支
給

条
例
の
一
部
改
正

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入
の

減
少
が
見
込
ま
れ
る
場
合
の

保
険
料
の
減
免
期
間
を
延
長

す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

飛
島
村
梅
之
郷
一
時
避
難

所
の
建
設
に
伴
う
も
の
で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

飛
島
村
介
護
保
険
条
例

の
一
部
改
正

飛
島
村
避
難
所
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

　

今
定
例
会
で
提
出
さ
れ
た

意
見
書
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◎ 

最
低
賃
金
の
改
善
と
中
小

企
業
支
援
の
拡
充
を
求
め

る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い

て
　

�

提
出
者　
鈴
木
康
祐

�

（
全
員
賛
成
で
採
択
）

提
出
先

　

 

内
閣
総
理
大
臣
、
厚
生
労

働
大
臣

　

行
政
手
続
き
に
お
け
る
押

印
の
見
直
し
に
伴
う
も
の
で

す
。

 
（
全
員
賛
成
で
可
決
）

飛
島
村
議
会
議
員
政
治

倫
理
条
例
施
行
規
則
の

一
部
改
正

条
例
改
正

第
一
保
育
所
の
様
子

梅
之
郷
一
時
避
難
所

環
境
対
策
委
員
会

　

検
討
事
項
の
報
告
を
受
け
、
情
報
交
換

を
し
ま
し
た
。

5／19
広
報
編
集
委
員
会

　

議
会
だ
よ
り
の
編
集
・
校
正
を
行
い
ま

し
た
。

7／15
文
教
厚
生
委
員
会

6／7
委
員
会
レ
ポ
ー
ト

国
へ

意
見
書

文
教
厚
生
委
員
会

総
務
経
済
委
員
会

総
務
経
済
委
員
会

　

関
係
議
案
の
協
議
を
行
い
、
文
教
厚
生

委
員
会
は
改
修
前
の
中
央
公
民
館
を
、
総

務
経
済
委
員
会
は
改
修
後
の
第
一
保
育
所

を
そ
れ
ぞ
れ
視
察
し
、
説
明
を
受
け
ま
し

た
。

6／9


